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　※１）岡山市は第2種低層住居専用地域及び準住居地域の指定無し　※２）容積率制限の限度に応じた距離　　※３）岡山市建築基準法施行条例による

日
影
時
間

日
影
制
限

※３）
※４）

対象建築物

平均地盤面
からの高さ

　備考　　１　建物の高さ制限等の内容については、原則はこの表の通りでありますが、総合設計その他緩和の特例がありますので別途ご相談下さい。
　　　　　　２　外壁の後退距離は建築基準法第54条の規定によるものです。
　　　　　　３　その他都市計画法による地区計画等が定められた区域及び建築協定区域では、別の制限があります。
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